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「指定特定相談支援および指定障害児相談支援」重要事項説明書 
 

 

当事業所は 

障害者総合支援法（香取市指定 第 1235200027号） 

児童福祉法   （香取市指定 第 1275200028号） 

の指定を受けています 

 

 

 

当事業所は契約者に対して、指定特定相談支援サービスおよび指定障害児相談支援サービスを

提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の

通り説明します。 

 

☆ 特定相談支援および障害児相談支援とは 
 

契約者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、

保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが適切に利用することができるよう、

次のサービスを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 契約者の心身の状況やご契約者と、その家族等の希望をうかがい、「サービス等

利用計画（ケアプラン）」を作成します。 

 

○ 

 

契約者のサービス等利用計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、契

約者およびその家族等、指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を継続的

に行い、サービス等利用計画の実施状況を把握します。 

 

○ 

 

必要に応じて、事業者と契約者双方の合意に基づき、サービス等利用計画を変

更します。 
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１．事業者 

（1） 法 人 名 社会福祉法人 福祉楽団 

（2） 法 人 所 在 地 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6-1 

WBG マリブイースト 12 階 

（3） 電 話 番 号 043-307-2828 

（4） 代 表 者 氏 名 理事長  飯田 大輔 

（5） 設 立 年 月 2001 年 12 月 7 日 

 

 

２．事業所 

（1） 事業所の種類 指定特定相談支援事業所   香取市指定 1235200027 号 

  指定障害児相談支援事業所  香取市指定 1275200028号 

  （特別養護老人ホーム 杜の家くりもとに併設） 

（2） 事業所の名称 居宅介護支援センター 杜の家くりもと 

（3） 事業所の所在地 千葉県香取市岩部 869 番の 60 

（4） 電 話 番 号 0478-70-5665 

（5） 事業所長（管理者） 西山 啓介 

（6） 開 設 年 月 2015 年 2 月 1 日 

 

 

３．サービス提供者の義務（契約書第 10条、11条） 

 事業者は、契約者に対してサービスを実施するにあたって、次のことを守ります。 

① 契約者の生命、身体、財産について安全が確保できるように合理的な配慮をします。 

② 事業者は、契約者に対するサービスの提供について記録を作成します。この記録の所有権は、

事業者に帰属し、サービス完結の日から 5 年間保管します。 

③ 契約者の人権の擁護、契約者に対する虐待の早期発見、虐待の発生またはその再発を防止し、

迅速かつ適切に対応を図るため、次の措置を講じます。 

（1） 虐待防止のための対策を検討する委員会の開催 

（2） 虐待防止のための指針の整備 

（3） 虐待を防止するための定期的な研修の実施 

（4） 虐待を防止するための責任者の設置 

（5） 必要な入居者に対しての成年後見制度の利用支援 

（6） 苦情解決制度の周知 

④ 事業者およびその従業者は、サービスを実施するにあたって知り得た契約者および家族等に

関する事項を、正当な理由なく第三者に漏洩しません。 
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４．事業実施地域及び営業時間 

（1） 通常の事業の実施地域 香取市･多古町･成田市のうち旧大栄町の地域･旭市のうち 

旧干潟町の地域 

（2） 営 業 時 間  
営 業 日 

月曜日～金曜日 

※土日祝日でも相談に応じます。 

サ ー ビ ス 

提 供 時 間 

9 時 00 分～17 時 00 分 

※上記以外の時間でもご相談に応じます。 

電話受付時間 9 時 00 分～17 時 00 分 

 

 

５．職員の体制 

  事業者は、契約者に対してサービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

〈主な職員の配置状況〉  

※厚生労働省が定める人員に関する基準を満たしています。 

 職  種 常勤職員 非常勤職員 合計 職務の内容 

1 管理者 1 名  1 名 

相談支援専門員の管理、 

業務の実施状況の把握・  

その他の管理 

2 相談支援専門員 1 名以上  1 名以上 

利用者の生活相談 

サービス等利用計画の 

作成 
 

 

 

 

６．事業者が提供するサービスの特徴 

私たちは、社会福祉法人福祉楽団 法人理念に基づいて、質の高いケアを追求しています。 

 

 

（1） サービスの内容   

 ①  サービス等利用計画の作成 

 契約者の家庭を訪問して、契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえ

で、指定障害福祉サービス等が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、サー

ビス等利用計画を作成します。 



居宅介護支援センター杜の家くりもと（相談支援） 重要事項説明書  

                                  20250701 

   
4 

   

 

 

〈サービス等利用計画（ケアプラン）作成の流れ〉 

 サービス等利用計画（ケアプラン）の作成の開始にあたっ

て、当該地域におけるサービス事業者等に関するサービスの

内容、利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に提供

して、契約者にサービスの選択を求めます。 

 

相談支援専門員は、契約者およびその家族等の置かれた状

況等を考慮して、契約者に提供されるサービスの目標、その

達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ

サービス等利用計画（ケアプラン）の原案を作成します。 

 

相談支援専門員は、サービス等利用計画（ケアプラン）の

原案に盛り込んだ福祉サービス等について、給付の対象とな

るか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等につい

て契約者およびその家族等に対して説明し、契約者の同意を

得た上で決定するものとします。 

 
 

   

 ② サービス等利用計画作成後の便宜の供与 

 ・ 契約者およびその家族等、障害福祉サービス事業者等との連絡を継続的に行い、サ

ービス等利用計画の実施状況を把握します。 

・ サービス等利用計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう障害福祉サービス 

事業者等との連絡調整を行います。 

・ 契約者の意思を踏まえて、支給決定等に係る申請に必要な援助を行います。 

 

 ③ サービス等利用計画の変更 

 

 

 

 

契約者がサービス等利用計画の変更を希望した場合、または事業者がサービス等利用

計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と契約者またはその代理人双方の合意に基

づき、サービス等利用計画を変更します。 

 

 ④ 入所施設等の紹介 

契約者が、居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、契約

者またはその代理人が指定障害者（児）支援施設への入居または入院を希望する場合に

は、入居施設等の紹介その他の便宜の提供を行います。 

  

７．利用料金 

サービス利用料金については、通常の場合、利用料金は障害者総合支援法及び、児童福祉 

    法から給付されますので、契約者の利用料金負担はありません。 

申し込み 

相談支援専門員 

訪問 

ケアプラン 

原案作成 

ケアプラン会議 

ケアプラン 

作成終了 

契  約 

サービス開始 
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※但し、事業者がサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、契約 

者はサービス利用料金の全額をいったん支払うものとします。 

   

   

８．サービスの利用に関する留意事項 

（1） サービス提供を行う相談支援専門員 

 

 

サービス提供時に、事業者が担当の相談支援専門員を決定します。 

 

（2） 相談支援専門員の交代 

 

 

①  事業者からの相談支援専門員の交代 

事業者の都合により、相談支援専門員を交代することがあります。 

相談支援専門員を交代する場合は、契約者に対してサービス利用上の不利益が生じな

いよう十分に配慮します。 

②  契約者からの交代の申し出 

選任された相談支援専門員の交代を希望する場合には、当該相談支援専門員が業務上 

不適当と認められる事情その他交代を希望する理由を明らかにして、事業者に対して 

相談支援専門員の交代を申し出ることができます。但し、契約者から特定の相談支援専

門員の指定はできません。 

  

 

９．事故発生時の対応方法について 

 サービス提供中に事故が発生した場合は、速やかに契約者またはその代理人に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じます。事故の概要およびその後の措置について、記録を作成し、

契約者またはその代理人に説明をおこないます。 

重大な事故に関しては、市区町村に報告します。 

  

 

１０．損害賠償について（契約書第 13条、14条参照） 

 事業者の責任により契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償い

たします。 

但し、その損害の発生について、契約者に故意または過失が認められる場合には、契約者

のおかれた心身の状況を斟酌して、相当と認められるときに限り、事業者の損害賠償を減じ

る場合があります。また、事業者の責任によらない損害については、損害賠償責任を負いま

せん。とりわけ、次の各号に該当する場合には、損害賠償責任を免れます。 

① 契約者等が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について、故意にこ

れを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

② 契約者等が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取、確認に対して故意に

これを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

③ 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施した居宅介護支援を原因としない事由に も

っぱら起因して損害が発生した場合 
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④ 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱ

ら起因して損害が生じた場合 

 

 

１１．契約の終了について 

 
事業者との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。 

但し、次のような事由に該当する場合、契約を終了することになります。 

（契約書第 21-23 条参照） 

 《契約が終了する事由》 

 
① 契約者が死亡した場合 

② 契約者の特定相談支援給付費および障害児相談支援給付費が取り消された場合 

③ 契約者が入居施設に入居した場合 

④ 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむをえない事由により事業所を

閉鎖した場合 

⑤ 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 

⑥ 事業所が障害者総合支援法および児童福祉法の指定を取り消された場合または指定を辞

退した場合 

⑦ 契約者、事業者から解約の申し出があった場合。詳細は以下、(1)、（2）を参照。 

 

（1） 契約者からの終了の申し出(中途解約・契約解除) 

 

① 事業者またはその従業者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合 

② 事業者またはその従業者が守秘義務に違反した場合 

③ 事業者またはその従業者が故意または重大な過失により、契約者の生命、身体、財産、

社会的名誉を傷つけた場合、もしくは著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重

大な事情が認められる場合 

 

（2） 事業者からの申し出により契約解除させていただく場合 

 

① 契約者等が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について、故意にこ

れを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生

じさせた場合 

② 契約者等が、故意または重大な過失により事業者またはその従業者もしくは他の利用者

等の生命、身体、財産、社会的名誉を傷つけた場合もしくは、著しい不信行為を行うこ

となどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

③ 契約者等が、事業者またはその従業者ならびに他の利用者等に対して、身体的暴力、精

神的暴力、性的誘いかけ、好意的態度の要求、性的ないやがらせ行為、不当な性的な接

触等のセクシャルハラスメント、時間的拘束、繰り返し行為、優越的な地位の利用、店

舗型拘束、誹謗中傷を含む不当な要求等の著しい迷惑行為を行った場合 
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１１．苦情の受付について 

(1) 杜の家くりもとにおける苦情の受付 

 苦情やご相談は以下の相談窓口で受け付けています。 

 

 ○窓口または電話での受付 

 [受付担当者]  大木 直美 

[解決責任者]  西山 啓介 

 受付時間  9：00～17：00 

電話番号  0478-70-5665 

 ○投書による受付 

 郵 送 先 千葉県香取市岩部 869 番 60 

 

 ○電子メールによる受付 

 kurimoto@gakudan.org 

（2） 苦情解決の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人の定める「苦情解決規程」に従い原因と解決方策を検討します。苦情解決に社会性や

客観性を確保し、契約者の立場や状況に配慮した適切な対応を推進するために、「第三者委

員」を設置しています。 

「第三者委員」は、苦情申し出人と苦情解決責任者だけでは苦情の解決が困難な場合、  

助言や解決策の調整を諮ります。また、苦情申し出人が、杜の家に苦情の申し出をしにくい

場合は、「第三者委員」に直接苦情を申し出ることができます。「第三者委員」の氏名・連絡

先等については、別添資料にてお知らせしています。 

氏名 職種 連絡先 

竹嶋 信洋 社会福祉士 k-best@kanto.me 

山田 恵太 弁護士 Yamada@mieli-law.jp 

 

mailto:info@gakudan.org
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（3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

行政機関その他苦情受付機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県健康福祉部 

障害福祉事業課 

所 在 地 千葉県千葉市中央区市場町 1-1 

電話番号 043-223-3981 

F A X 043-222-4133 

千葉県社会福祉協議会 

運営適正化委員会 

所 在 地 
千葉市中央区千葉港 4 番 5 号  

千葉県社会福祉センター 

電話番号 043-246-0294 

F A X 043-246-0298 

香取市 

社会福祉課  

障がい者支援班 

所 在 地 千葉県香取市佐原ロ 2127 番地 

電話番号 0478-50-1252 

F A X 0478-55-1885 

多古町 

保健福祉課 福祉係 

所 在 地 千葉県香取郡多古町多古 2848 

電話番号 0479-76-3185 

F A X 0479-76-3186 

成田市 

福祉部 障がい者福祉課 

所 在 地 千葉県成田市花崎町 760 番地 

電話番号 0476-20-1539 

F A X 0476-24-2367 

旭市 

社会福祉課 障害福祉班 

所 在 地 千葉県旭市二の 2132 番地 

電話番号 0479-62-5351 

F A X 0479-62-2170 

１２．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施あり 

実施年月日 20  年  月  日 

評価機関名称  

結果の開示 □あり     □なし 

 

○ 実施なし 

現在、第三者評価は実施しておりませんが、提供するサービスの質

の向上を図るために当施設では法人による内部監査を年 1 回実施

しております。 
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余     白 
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私は、指定特定相談支援サービスまたは、障害児相談支援サービスの提供の開始に際し、   

本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定特定相談支援サービスまたは、

障害児相談支援サービスの提供開始に同意しました。 

 

20  年    月    日 

    

契 約 者  住 所  

  氏   名 印   

    

    

署 名 

代 理 人 
 住 所  

  氏  名 印   

 

 

説明者 

居宅介護支援センター 杜の家くりもと 

職名   氏名           印 


